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フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位

日

次

は
じ
め
に

第
一
章
政
党
・
結
社
の
自
由

第
一
節
結
社
の
自
由
の
歴
史
の
概
観

第
二
節
現
行
憲
法
下
の
政
党
・
結
社
の
自
由

第
一
章
の
ま
と
め

第
二
章
政
党
・
結
社
の
規
制

第
一
節
一
九

O
一
年
法
に
よ
る
結
社
の
民
事
上
の
能
力
の
規
制

第
二
節
一
九

O
一
年
法
に
よ
る
結
社
の
解
散

第
三
節
一
九
三
六
年
法
が
規
定
す
る
行
政
部
の
命
令
に
よ
る
結
社
の
解
散

第
二
章
の
ま
と
め
(
以
上
二
七
巻
一
号
)

第
三
章
議
会
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位

第
三
共
和
制
以
前
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位

第
一
節

(二)

野

蓋
Eゴ

康

北法27(2・39)209



説乏ふ
詞問

第
二
節
第
三
共
和
制
下
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位

第
三
節
第
四
共
和
制
下
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位

第
四
節
第
五
共
和
制
憲
法
下
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位

第
三
章
の
ま
と
め
(
以
上
本
号
〉

第
四
章
選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位

第
一
節
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
選
挙
制
度
の
歴
史
の
概
観

第
二
節
名
簿
投
票
制
の
採
用
に
よ
る
党
派
の
優
遇

第
三
節
第
四
共
和
制
下
の
選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位

第
四
節
第
五
共
和
制
下
の
選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位

第
四
章
の
ま
と
め

第
五
章
憲
法
に
お
け
る
政
党
条
項
の
設
定

第
一
節
第
四
共
和
制
憲
法
に
お
け
る
政
党
条
項
設
定
の
試
み

第
二
節
第
五
共
和
制
憲
法
に
お
け
る
政
党
条
項
の
設
定
と
そ
の
怠
義

第
五
章
の
ま
と
め

む

す

び

北法27(2・40)210

第
三
章

議

会

法

に

お

け

る

政

党

の

地

位

こ
の
章
で
は
、
政
党
が
議
会
法

2
5
r田
吉
岡

-mEgg-同
町
田
〉
に
お
い
て
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
い
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
。

先
ず
あ
ら
か
じ
め
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
法
に
由
来
す
る
こ
つ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
第
一
に
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
政
党
そ
の
も
の
は

い
ま
だ
か
つ
て
議
会
法
の
規
定
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
い
わ
ば
政
党
の
議
会
内
表
現
と
も
い
え
る
「
議
員
グ
ル
ー
プ
」
(
明
。
毛

2

宮
ユ
巾

E
g
g
-
3る
が
規
定
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、
現
在
に
お
い
て
は
、
ほ
ぽ
政
党
に
対
応
し
て



し
か
し
政
党
の
名
称
と
議
員
グ
ル
ー
プ
の
名
称
が
呉
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
一
つ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
が
二
つ
の
政

党
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
議
会
法
が
政
党
そ
の
も
の
を
規
定
の
対
象
と
せ
ず
、
議
員

グ
ル
ー
プ
を
規
定
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
第
二
に
、
各
議
院
の
自
治
が
強
い
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ

日
本
に
お
け
る
国
会
法
の
如
き
も
の
は
存
在
せ
ず
、
議
会
法
の
法
源
の
中
心
は
各
議
院
の
規
則
(
か
つ
て
は
初
公
o
E
E
S
と
呼
ば

い
る
と
は
言
え
る
が
、

れ
る
が
、

れ
て
い
た
が
、
第
四
共
和
制
以
降
は

H
N
S
F
5
3同
と
呼
ば
れ
て
い
る
〉

で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
章
に
お
い
て
は
議
院
規
則
に
お
け
る
議
員
グ
ル

l

プ
の
地
位
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。

さ
℃
議
員
規
則
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
取
り
扱
い
は
時
代
に
よ
り
大
き
な
変
化
を
示
し
た
。
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、
第
三
共
和
制
に

な
っ
て
、
そ
の
存
在
が
明
確
な
も
の
に
な
り
且
つ
大
き
な
働
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
の
成
立
迄
は
そ
の

存
在
は
全
く
非
公
式
な
も
の
で
あ
り
、
議
院
の
舞
台
裏
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
大
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
選
任
を
議

員
グ
ル
ー
プ
の
作
成
し
た
名
簿
を
基
礎
に
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
、

一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
が
、
初
め
て
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を

同

公
式
に
認
め
た
点
で
、

さ
ら
に
議
員
グ
ル
ー
プ
を
議
会
活
動
の
基
礎
と
し
て
導
入
す
る
態
度
を
と
っ
た
点
で
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
る
。

フランス憲法における政党の地位

爾
後
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、

ま
す
ま
す
大
き
な
働
き
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
第
四
共
和
制
及
び
第
五
共
和
制
に
お
い
て
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ

が
、
議
会
法
に
お
い
て
特
権
的
な
地
位
を
獲
得
す
る
。
議
会
法
が
政
党
な
い
し
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
と
る
か

好

意
的
か
否
か
、
公
式
に
認
め
る
か
否
か
)

は
、
議
会
制
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、

の
地
位
の
変
化
は
、
そ
の
ま
ま
議
会
制
の
重
要
な
変
質
を
一
不
す
も
の
と
も
言
え
る
。
以
下
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
議
会
法
に
お
け
る
地
位

を
、
大
革
命
時
代
以
後
の
変
化
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
考
察
し
よ
う
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
議
会
法
上

北法27(2・41)211

(
1
)

な
ぜ
政
党
そ
の
も
の
を
議
院
規
則
の
規
定
の
対
象
に
し
な
い
の
か
。
第
一
に
、
一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
制
定
の
際
の
議
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

個
々
の
議
員
の
完
全
な
独
立
を
要
請
す
る
声
が
強
く
、
議
院
内
の
グ
ル
ー
プ
の
方
が
議
会
外
の
政
党
よ
り
も
個
々
の
議
員
の
独
立
を
侵
す
こ
と
が
少
い



N

一N(
N寸
・

N
)ド
N

山
崎
#

-\JやF吋心ェ~..u J.j心。主主11:l' l' 11'入t<:l~ムド:t!'単語三21」'判〈制訳4-#~託収必~O判長 o語訳'2お二 νf三， ~程二宣告と o 王、売一。ト

-\J主~~民 -\J O 臣家主8';ヨ怠るやA\1J冶民心ょ二時金~~.，G>' >\-'0 ミヨ o者択!2~ヰ:c， ¥J:t!終日眠、売一。h-\J~託収 O :r..\)';:)やA\1J:t!舎の VDヰや告さ議主 \J

喝の。 t\J*きさ'権側忠告芸品l草壁*i 0~J\l時-\J 1眠時繕主主草壁蚕後継iZ宝 o語if\-R\J 4守的機E眠、えー爪~~{I!;! OJ交樹-\J-.l\--，ムt(l-\J中P 吋t.D~

t(l。

4ヨ.~I" ;謹，:u;"，ミミ-01' '2 や ν:t!' J. Waline， Les groupes parlementaires en France， R. D. P.. 1961， p. 1170 et suiv.， H. 
Maisl， Les groupes parlementai問 sa l' Assemblee nationale : bilan des deux premi色resannees de la qatri色melegislature. 

R. D. P.， 1970， p. 1005 et suiv.， M. Prelot， Institutions politiques et droit constitutionnel， 5eed.， Dalloz， 1972， p. 794 

et suiv. ぬ竪j。

("') .;!剖吋'~ 1 ~-\J 51社5lm:: 0回世i~海側込具合t(l---\J川崎l11 m::'2iBli国王縫-4~ 0.熊井静後iと必」ミ~.;!巡一-f港町、企- Oi'-¥J語釈付O:R:
国産医長ヤミb::l -¥1 t(l-\J去三 0-\1~.¥:'干)4舎の(思!-.l-<(縦士三出'il:i0穴入。く-:(2jごv王、ぇ -Oi'-¥Jl型。J4i判中 (apparentes) ~'4rE定 ν ム必
:c，)。

経

<ll!: 
1l11:l 

議員グループ j 

i • Groupe d'Union des Democrates pour la Republique 
多数派{ (162人)

l • Groupe des Republicains independants (51人)・ Federationnationale des Republicains ind岳pendants

中道JEi-Groupedes R尉efor町rm口nate凹u山rsd“拍4合mo

1享1び右 l. Parti r必ep卯uゆ1必blica泊inradical et radical soc凶 iste
~'K・ Groupe Union ce曲目te(30人) ・Centredemocratie et Progres 

r • Groupe du Pa出 socialisteet des radicaux de gauche I . Parti socialiste 
jj長 (100人 l. Mouvement dp.s Radicaux de gauche 

. 
1・Groupecommuniste (73人)・Particommuniste francais 

組哀:t!'L'Annee politique 1974. p. 332 et suiv. ヰ吋¥:)'p. 339 et suiv. 

政党

• Union des Democrates pour la Ve Republique 

左



第
一
節

第
三
共
和
制
以
前
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位

本
格
的
な
議
員
グ
ル
ー
プ
の
組
織
が
整
備
さ
れ
る
の
は
第
三
共
和
制
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
に
も
、
十
分
に
組
織
化
さ

れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
思
想
傾
向
の
類
似
し
た
議
員
同
志
の
集
ま
り
は
存
在
し
て
い
た
。
ラ
ブ
リ
エ

l
ル
に
よ
れ
ば
、

七
九
一
年
か
ら
始
ま
る
立
法
議
会
(
「
主
主
2
7お
一
七
九
一
年
l
九
二
年
)
に
お
い
て
既
に
、
議
場
に
お
い
て
意
見
の
近
い
議
員
が
か

た
ま
っ
て
府
を
占
め
て
い
た
。
即
ち
、
議
長
席
の
右
に
、
フ
ゥ
ィ
ヤ
ン
(
司

2
E
g
g
)
な
い
し
立
憲
主
義
者
(
円
。
戸
間

2
5
5ロ
ロ
己
申
)
と

呼
ば
れ
る
国
王
の
特
権
に
好
意
的
な
人
々
(
約
二
六

O
人
〉
が
、
議
長
席
の
左
に
は
、
ジ
ャ
コ
パ
ン
派

G
E
n
s吉
田
)
及
び
コ
ル
ド
ゥ
リ

王
権
の
大
幅
な
縮
少
を
望
む
人
々
(
両
派
合
せ
て
一
三
六
人
)
が
い
た
v

エ
派
(
口
。
Em--mg)
と
い
う
、

一
七
九
二
年
九
月
に
聞
か
れ
た
国
民
公
会
(
円
。
ロ
ヨ
己
古
口
)
に
お
い
て
も
、
思
想
傾
向
の
類
似
す
る
議
員
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
が
見
ら
れ

た
。
復
古
王
制
お
よ
び
帝
政
の
下
で
は
、
代
議
院

(
(
U
E
B
Z巾
巳

2
0身
E
h出
)
に
お
い
て
は
、
個
人
主
義
的
傾
向
が
支
配
的
で
、
永
続

的
な
グ
ル
ー
プ
は
組
織
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

亡3

革
命
時
代
の
後
、
第
二
共
和
制
に
お
い
て
再
び
議
院
内
の
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
時
代
の
議
会
に
お
い

て
、
ボ
ル
ド
ー
公
の
支
持
者
で
あ
る
レ
ジ
テ
ィ
ミ
ス
ト
(
「

m
m
E
B
E
g
)、
パ
リ
公
の
支
持
者
で
あ
る
オ
ル
レ
ア
ニ
ヌ
ト
(
C
ユE
E
2
2
)
、

カ
ト
リ
ッ
ク
派

(PHE--sgc、
穏
健
共
和
派

(
Z
E
E
-ロ
回
ヨ
急
去
の
諸
グ
ル
ー
プ
が
見
ら
れ
わ
日

フランス憲法における政党の地位

と
戸
」
ろ
で
第
三
共
和
制
以
前
、

と
く
に
革
命
期
に
お
い
て
は
、
議
会
は
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
し
ば
し
ば
敵
意
を
示
し
た
。
た
と
え

ば
共
和
三
年
の
国
民
公
会
(
。
。
ロ
再
三
宮
口
)
、
共
和
八
年
の
立
法
院
(
。
。
号
回
目

h
m
Z白
件
以
)
は
、
議
席
は
毎
月
く
じ
び
き
で
定
め
る
こ
と
を

円

5
}

定
め
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
第
三
共
和
制
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、

北法27(2・43)213

一
八
八
四
年
に
は
、
議
長
が
、
議
場
に
お
い
て
仲
間

(
2
5
Z
5
M

(
6
v
 

c
口
出
合
田
町
田
白
B
U
V
)
の
名
前
で
発
言
す
る
こ
と
を
禁
止
し
自
分
自
身
の
名
前
で
発
言
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
れ
ら
の
、
議
員
グ
ル
!

プ
を
敵
視
し
、
そ
の
形
成
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
措
置
の
思
想
的
根
拠
は
、
革
命
期
に
生
れ
た
国
民
代
表
理
論
に
基
礎
を
置
く
古
典
的
議
会



説

制
論
で
あ
っ
た
と
一
言
え
る
o

こ
の
国
民
代
表
理
論
は
、
「
議
員
は
全
国
民
の
代
表
で
あ
る
」
と
の
表
現
の
下
に
一
七
九
一
年
憲
法
、

九
三
年
憲
法
と
い
う
こ
つ
の
革
命
期
の
憲
法
に
、
さ
ら
に
第
二
共
和
制
下
の
一
八
四
八
年
憲
法
に
お
い
て
姿
を
あ
ら
わ
し
た
が
、

七

北法27(2・44)214

」
の
理

歪ん

6開

論
に
よ
れ
ば
、
国
民
が
議
員
を
と
お
し
て
し
か
主
権
を
行
使
し
え
な
い
こ
と
に
対
応
し
て
、
議
員
は
、
選
挙
民
の
事
実
上
の
影
響
力
を
も

含
め
、

一
切
の
も
の
か
ら
全
く
自
由
・
独
立
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

』
-
c
r
q
z
F
F向
E
5
-
L
m
e
o
E
B
B
E
E
t
-ロロ己
-
T
E
-
-
-
u
L
F
2
0
5
0
0
5
a
ζ
g
R
r
H
2
t
g二
回
ム
ア
司
∞
ω
・

な
お
、
こ
れ
よ
り
少
し
前
の
、
一
七
八
九
年
六
月
一
七
日
に
成
立
し
た
国
民
議
会
の
グ
ル
ー
プ
構
成
に
つ
い
て
、
前
掲
・
杉
原
泰
雄
「
国
民
主
権
の

研
究
」
二

O
一
二
頁
以
下
が
詳
細
に
ふ
れ
て
い
る
。

(
2
)

こ
の
度
の
議
会
に
お
い
て
は
、
ジ
ロ
ン
ド
派

(
E
3邑
5m)
が
約
二
ハ

O
人
、
そ
れ
ま
で
の
ジ
ヤ
コ
パ
ン
派
と
コ
ル
ド
リ
エ
派
が
一
つ
に
な
っ
て
新

た
に
生
れ
た
モ
ン
タ
l
ニ
ユ
派
(
宮

g
g宮
内
)
が
二

O
O人
い
て
、
こ
の
両
派
の
中
聞
に
位
置
す
る
、
態
度
の
は
っ
き
り
し
な
い
四

O
O人
の
議
員

が
多
数
派
を
形
成
し
、
こ
の
人
々
が
一
千
原
派

q
E
5
)
又
は
沼
沢
派

(
P
由
民
己
目
)
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
』

-
E
r
s
m同
P
D匂
-
n
E
J
H】・∞吋・

(
3〉
』
.

4
司郎

-HR・-匂
-
n
z
・
℃
・
ご
コ
・

(
4
)
』・

5
-
5・
0
司

-nF
匂
・
ご
コ
・

(5)
共
和
三
年
実
月

Q
z
n
t含
門
)
二
八
日
の
デ
ク
レ
六
条
・
七
条
は
、
同
議
院
の
議
員
の
議
席
は
毎
月
く
じ
び
き
で
定
め
る
と
し
(
具
体
的
に
は
、
議

場
の
入
口
で
番
号
札
を
引
く
)
、
く
じ
び
き
で
き
め
ら
れ
た
席
以
外
の
席
に
つ
い
て
は
な
ら
な
い
旨
規
定
し
た
。
右
の
デ
ク
レ
は
、
戸
同

B
E
L
-
円。
ω

同
州
市
岡

]Oヨ
σ
ロ宮内山内
ω
〉

BOEr-恥
g
H
h凡中間
E
F
t
s国
内
目
。
-
印
刷
勺

E
D円。
ι何回》戸阿佐一吋∞
U-
忽
円
。
ァ

-UNm-
可
一

2
・

(
6
)

一
八
八
四
年
一
月
二
四
日
の
議
会
で
、

F
5
3
が
議
長
の
時
の
出
来
事
で
あ
る

o
Fユ
ま
F
B可
2
U
5
N・
0
3広
g
E
E己
5
5己
w
F
F
S
E
O

ロω
一一
o
p
E
ω
ω
唱

同

》

・

目

ω吋

(
7
)

ヴ
デ
ル
は
「
各
議
員
は
国
民
全
体
の
代
表
者
で
あ
り
、
そ
の
職
務
は
発
言
又
は
投
票
に
よ
っ
て
国
民
意
思

(
g
-
g広

g
t
o
E
F
)
の
表
明
に
寄
与

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
発
言
及
び
投
票
は
彼
の
良
心
に
し
か
依
存
し
な
い
」
と
し
て
、
「
代
表
原
理

2HEn-宮
日
刃

e
g
g
E〉
の
純
粋
な
姿

に
お
い
て
は
、
政
治
グ
ル
ー
プ
が
議
院
の
中
に
公
式
に
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
(
の
・
〈
止
め
ア
云

g
s
-
b広
ヨ

g
昨
日
町
内
門
目
。
骨

DF円

g
E
E
C帥
F
E
z
-
-
t
r
E
5
F
F
E
m
-
-
ω
5ア

-zu-
司
・
士
山
・
〉
と
言
う
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
国
民
代
表
理
論
は
、
正
に
、
彼
の
言
う
、

f司、

、ーノ



「
〈
議
員
の
)
発
言
及
び
投
票
は
彼
の
良
心
に
し
か
依
存
し
な
い
」
代
表
制
で
あ
っ
た
。

(
8
)

一
七
九
一
年
憲
法
に
は
、
「
県
に
お
い
て
任
命
さ
れ
る
代
表
者
は
、
燥
の
固
有
の
代
表
者
で
は
な
く
、
国
民
全
体
の
代
表
者
で
あ
り
、
代
表
者
に
対

し
て
何
ら
か
の
委
任
(
ヨ
g
e
c
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
(
の
9
5
z
z
z
g
ι
ロ
ω
ω
喜
芳
Er百
二
u
f
t丹
芯
冨

w
n
r
3・

1
m円
ゲ
ア
宮

-
U
2
2向。ア(リ
g
a
z
z
t
D
E
Z
内
山

O
B
E
E
t
唱。

-EAC2・
8
・巳丹

J
司・

5
)
と
の
規
定
、
が
置
か
れ
て
い
た
。
一
七
九
三
年
憲
法

に
お
い
て
は
、
「
各
議
員
は
国
民
全
体
に
所
属
す
る
」

(
n
r
z
z
伝
吉
広
告
3
E
g片
山

F
E
E
g
g
Z宮
)
(
n
o
H
E
t
g
t
s
E
M品
吉
岡
ロ

ミ
8
・
〉
2
m
gロ∞
E
E
E
O
B
mア
ω
ユ
-MU
・
ζ
・
0
2
2
m
F
(
U
C口
出
門
広
三

5
5
2
L
C
Eヨ
2
2
目

UD--tA5P
。司

-
n
-
f
H
y
g・
)
と
の
規
定
が
置

か
れ
て
い
た
。
一
八
四
八
年
憲
法
に
は
、
「
国
民
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
彼
を
任
命
す
る
県
の
代
表
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
全
体
(
司
B
口
口
巾

g
z曾
巾
)

の
代
表
で
あ
る
」

(
n
g
m伸
広
三
芯
ロ

E
h
F
出

D55σ
耳
石
お

-
n
g
u目
一
時
同
・

ωkア

ζ
・
0
5
2
m
p
円

u
g
E同g
z
o
g
え

L
C
2
5
3
2

司
D
E
5
5
P
D唱・

nxJ
司回国
ω
)
と
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

第
二
節

第
三
共
和
制
下
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位

同

第
三
共
和
制
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
法
的
地
位
は
一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
を
境
に
一
変
す
る
。
こ
の
規
則
は
、
大
常
任
委
員
会

の
構
成
に
議
員
グ
ル
ー
プ
の
勢
力
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
議
会
法
が
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
初
め
て
承
認
し
且

フランス憲法における政党の地位

っ
こ
れ
に
重
要
な
役
割
を
与
え
た
意
義
は
大
き
い
。
雨
後
議
員
グ
ル
ー
プ
が
議
会
活
動
の
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
制
定
以
前

議
員
グ
ル
ー
プ
は
、
第
三
共
和
制
初
期
に
な
る
と
、
そ
の
組
織
化
が
進
み
、
ま
た
議
会
の
活
動
に
お
い
て
、
舞
台
裏
に
お
い
て
で
は
あ

る
が
、
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
。

北法27(2・45)215

第
三
共
和
制
初
期
に
お
い
て
、
議
員
グ
ル
ー
プ
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
た
か
。
議
会
法
に
関
す
る
何

-
E
2
2
の
著
書
に
見

ら
れ
る
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
役
割
を
示
す
若
干
の
事
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

ω一
九

O
三
年
、
下
院
議
長
レ
オ

γ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
(
「
回
0
5
m
g
Fる
が
辞
職
す
る
と
の
噂
が
流
れ
た
時
の
左
派
グ
ル
ー
プ
の
反
対
。



説

下
院
議
長
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
辞
職
す
る
と
の
噂
が
流
れ
た
時
、
多
数
派
を
構
成
し
て
い
る
左
派
の
四
グ
ル

ー
プ
が
集
ま
っ
て
討
論
し
、
そ
の
長
た
ち
が
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
対
し
て
議
長
の
職
務
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
要
請
し
た
o

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
こ
れ

に
力
を
得
て
辞
職
し
な
か
っ
た
。

一
九

O
一
二
年
一

O
月、

~tì去27(2 ・ 46)216

自命

ω一
九

O
三
年
に
、
代
議
院
の
多
数
派
を
構
成
す
る
諸
グ
ル
ー
プ
の
代
表
が
法
律
の
制
定
に
関
し
て
話
し
合
い
、
取
り
き
め
を
な
し
た

事
例
。
一
九

O
ご
一
年
一

O
月
、
代
議
院
の
多
数
派
を
構
成
す
る
四
グ
ル
ー
プ
の
代
表
が
、
修
道
会
に
よ
る
教
育
の
全
面
的
廃
止
の
た
め
に

有
効
な
手
段
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
同
意
し
、
元
老
院
の
多
数
派
の
諸
グ
ル
ー
プ
と
話
し
合
う
こ
と
を

円
，

ev

決
め
た
。
ω一
九

O
四
年
一
月
の
グ
ル
ー
プ
聞
の
と
り
き
め
に
よ
る
財
務
官
職
の
交
替
。
代
議
院
に
お
い
て
も
元
老
院
に
お
い
て
も
、
規
則
の
上

か
ら
は
、
議
院
の
役
員
の
再
選
に
制
限
は
な
か
っ
た
が
、

以
前
か
ら
書
記
官

(
ω
2広
Z
R叩
る
に
つ
い
て
は
、

グ
ル
ー
プ
の
と
り
き
め
に

よ
る
交
替
が
な
さ
れ
て
い
た
。

一
九

O
四
年
一
月
に
財
務
官
ハ

ρ
5ぇ
2
3
)

の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
、

一
任
期
毎
の
交
替
の
原
則
が
と
ら

そ
れ
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。

れ
る
に
至
っ
た
o

ピ
エ

l
ル
が
新
聞
を
引
用
し
て
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
う
と
、

付
先
ず
、
共
和
派
の
諸
グ
ル
ー
プ
の
代
表
が
集
ま
り
、
財
務
官
の
任
命
に
つ
い
て
討
論
し
、
交
替
の
原
則
が
満
場
一
致
で
認
め
ら
れ

た
o
H
H
次
い
で
元
老
院
の
共
和
派
の
各
々
の
グ
ル
ー
プ
が
財
務
官
へ
の
候
補
者
を
選
び
、
そ
の
候
補
者
が
、
他
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
も

受
け
入
れ
ら
れ
て
、
共
同
の
名
簿
に
載
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
選
ば
れ
た
財
務
官
が
三
年
の
任
期
を
つ
と
め
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
に
あ
げ
た
二
、
三
の
例
か
ら
見
て
も
、
こ
の
頃
、
議
員
グ
ル
ー
プ
が
、
議
院
の
舞
台
裏
で
あ
る
程
度
の
役
割
を
果
し
て
い
る
こ
と

で
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
に
は
、

グ
ル
ー
プ
の
E
X
な
ど
の
存
在
は
、
こ
の
頃
す
で
に
議
員
グ
ル
ー
プ
の
組
織
化
が
す
す
ん

グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
あ
く
ま
で
非
公
式
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九

O

が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
右
の

ωの
例
が
示
す
、

九
年
一
月
一
四
日
の
議
会
で
、
若
干
の
グ
ル
ー
プ
の
聞
で
決
め
ら
れ
た
と
り
き
め
を
守
る
た
め
に
、
自
分
に
投
票
し
な
い
よ
う
に
訴
え
る



手
紙
が
議
院
に
提
出
さ
れ
た
時
に
は
、
議
長
は
、
そ
の
手
紙
は
グ
ル
ー
プ
の
決
定
及
び
規
律
に
言
及
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
読
み
上

げ
る
前
に
修
正
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
の
制
定

議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
、
が
、
議
会
活
動
に
お
い
て
、
も
は
や
無
視
し
え
な
い
存
在
に
な
っ
た
た
め
、

メ
ン
バ
ー
の
選
出
に
議
員
グ
ル
ー
プ
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
議
院
規
則
が
制
定
さ
れ
た
。

、

一
九
一

O
年
、
大
常
任
委
員
会
の

和
一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
制
定
の
原
因

先
に
見
た
よ
う
に
、

一
九
一

O
年
頃
に
は
、
既
に
、
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、
舞
台
裏
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
議
会
に
お
い
て
無
視
し
え
な

い
い
仔
在
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、

構
成
に
関
し
て
大
き
な
不
都
合
を
も
た
ら
し
た
。

公
式
に
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
と
り
わ
け
常
任
委
員
会
の

亡才

こ
の
時
代
に
は
、
既
に
、
委
員
会
制
度
が
見
ら
れ
る
が
、
特
に
「
大
常
任
委
員
会
」

(
m
B
E
g
s
g
B
5
E
E
宮
E
M
g
g
g
C
が
大

き
な
役
割
を
果
し
て
い
た
。
こ
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
決
定
は
議
院
の
「
理
事
部
」
守
口
『

E
Z
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

フランス憲法における政党の地位

「
理
事
部
」
の
メ
ン
バ
ー
は
く
じ
び
き
で
選
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
る
委
員
会
が
、
議
院
全
体
の
党
派
的
勢
力
関

係
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

予
算
委
員
会
合

o
g
B
5
5ロ
仏

2
口
同
色
広
田
)

一
九
二
四
年
の
選
挙
の
直
後
に
つ
く
ら
れ
た

に
お
い
て
は
、
議
院
で
三

O
O人
の
多
数
派
が
四
一
の
ポ
ス
ト
を
占
め
、
議
院
で
二

0
0

人
の
少
数
派
は
三
の
ポ
ス
ト
し
か
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
、
委
員
会
の
構
成
と
議
院
の
そ
れ
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は
、
委
員

(
8
)
 

会
で
の
長
い
討
論
、
が
本
会
議
で
簡
単
に
斥
け
ら
れ
る
と
い
う
重
大
な
欠
陥
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

北法27(2・47)217

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
委
員
会
の
構
成
に
何
ら
か
の
形
で
政
党
な
い
し
議
員
グ
ル
ー
プ
の
勢
力
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
欠
だ

と
の
認
識
が
一
般
化
し
た
。
こ
れ
が
一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
成
立
の
原
因
で
あ
る
。



説

伸
一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
の
成
立
経
過

モ
ヌ
リ
(
宮

2
5
5己
は
大
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
選
出
を
議
員
グ
ル
ー
プ
を
基
礎
に
し
て
行
う
よ
う
に
す
る
改

一
九
一

O
年、

北法27(2・48)218

品

目問

草
案
を
出
し
た
。
そ
れ
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
が
集
ま
っ
て
委
員
の
名
簿
を
つ
く
り
、

つ
い
で
こ
の
名
簿
を
掲
示
し
、
こ
れ
に
対

し
て
五

O
人
以
上
の
反
対
が
な
け
れ
ば
こ
の
名
簿
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
者
が
委
員
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
的
。

こ
の
案
は
「
規
則
委
員
会
」
で
可
決
さ
れ
、

一
九
一

O
年
六
月
三

O
目
、
モ
ヌ
リ
は
本
会
議
に
同
委
員
会
の
報
告
書
を
提
出
し
た
。
本

会
議
に
お
い
て
僧
ル
ミ
|
ル

(
T山
口
町
向
)
は
こ
の
案
に
真
向
か
ら
反
対
し
た
。
彼
は
、
議
員
は
一
度
選
挙
さ
れ
た
後
は
、
政
党
や
地
域
を

代
表
せ
ず
フ
ラ
ン
ス
全
体
を
代
表
す
る
、
と
す
る
古
典
的
代
表
制
論
を
強
調
し
た
後
、
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
党
の
事
務
局
と
い
う
言
葉
を
討
論
の
基
礎
そ
の
も
の
と
し
て
、
我
々
の
討
論
の
中
に
導
入
す
る
こ
と
は
、
私
の
意
思
で
は
、
普
通
選

挙
そ
の
も
の
に
反
す
る
。
そ
れ
は
議
会
制
度
の
機
能
(
向
。
ロ
ロ
丘
。
ロ

5
5
3同
骨
ロ

S
E
E
r
H
H
5
5
宮
ユ
巾
B
E
E
-
Z凹
)
を
侵
害
し
我
々
議

員
一
人
一
人
の
特
権
守
弘
円
高
巳
宮
市
)
を
侵
害
す
る
」
》

マ
サ
ピ
ュ
オ
(
富
山
田
出
血
寸

E
Z
)
は
、
こ
の
制
度
は
グ
ル
ー
プ
内
に
意
見
の
対
立
が
あ
る
時
に
は
グ
ル
ー
プ
内
少
数
派
の
権
利
を
奪
う
だ

ろ
う
と
指
摘
し
た
。

ま
た
シ
ビ
ル

(ωFE--m〉
は
こ
う
言
っ
た
。

「
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
所
属
し
な
い
我
々
は
ど
う
な
る
の
か
。
貴
方
は
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
所
属
し
な
い
議
員
は
少
数
で
あ
り
、
そ
の

者
の
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
に
大
き
な
利
益
を
与
え
る
制
度
を
放
棄
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
言
う
が
、
ど

の
時
代
に
も
独
立
に
執
着
し
た
政
治
家
は
委
員
会
合
O
B広
品
目
)
に
入
る
の
を
拒
否
し
た
。
い
つ
の
時
代
に
も
特
定
の
グ
ル
ー
プ
の
綱
領

に
留
保
な
し
に
同
意
を
与
え
る
こ
と
を
有
益
と
は
思
わ
な
か
っ
た
政
治
家
が
法
律
を
準
備
す
る
た
め
の
委
員
会

(
S
S
E
-
m丘
O
ロ
凹
)
に
お

い
て
貴
重
な
協
力
を
与
え
た
。
『
全
て
の
侯
補
者
が
選
挙
委
員
会

(nos-同
⑦
の
支
持
を
求
め
た
後
で
選
挙
人
の
前
に
立
ち
、
選
挙
人
の
前



で
議
員
グ
ル
ー
プ
の
政
策
へ
同
意
を
与
え
て
い
る
』
と
人
々
は
一
言
う
。
し
か
し
多
く
の
候
補
者
は
政
治
グ
ル
ー
プ
に
加
入
す
る
意
思
を
も

っ
て
い
な
い
と
つ
け
加
え
た
こ
と
を
私
は
明
ら
か
に
し
う
る
。
我
々
に
、
貴
重
な
独
立
を
放
楽
す
る
よ
う
に
強
い
な
い
で
欲
し
い
ご

結
局
、
こ
れ
ら
の
反
対
意
見
を
押
切
っ
て
、
本
会
議
は
委
員
会
の
草
案
を
可
決
し
た
。
そ
れ
は
大
要
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

大
常
任
委
員
会
は
「
総
会
に
お
け
る
名
簿
投
票
で
」

(
2
2
2
t
D
母

E
g
g
g
m
m日
正
念
丸
忌
E
r
)
任
命
さ
れ
る
。
「
グ
ル
l

プ
の
理
事
部
」

Q
g
σ
民
自
己
凶
仏
2
m
g毛
2
)
が
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
任
命
の
五
日
前
に
、
自
分
の
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
メ
ン

パ
l
の
委
員
候
補
者
名
簿

Q
E巾
丘

2
Z
E
F
と
呼
ば
れ
る
)
を
議
長
に
提
出
す
る
Q

五
O
人
以
上
の
議
員
の
反
対
が
な
け
れ
ば
、
こ
の

名
簿
が
議
院
で
承
認
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

こ
の
規
則
は
、
大
常
任
委
員
会
の
構
成
を
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
意
向
に
基
づ
い
て
決
定
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
言
え
る
。

付
一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
の
意
義
1

1
古
典
的
代
表
現
論
の
変
質

一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
は
、
大
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
議
員
グ
ル
ー
プ
の
作
成
し
た
名
簿
を
基
礎
に
し
て
決
定
す
る
こ
と
を
内

q 

容
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
規
則
に
よ
っ
て
も
、
議
員
が
議
員
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
な
け
れ
ば
大
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り

え
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
議
員
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
な
い
議
員
は
、
委
員
会
へ
の
自
分
達
の
候
補
者
を
選
ぶ
た
め
に
議
長
に

請
求
し
て
特
別
の
理
事
部
を
召
集
し
て
も
ら
い
そ
れ
を
通
し
て
大
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
り
う
る
。
そ
れ
故
こ
の
規
則
は
議
員
グ

フラ γス憲法における政党の地位

ル
ー
プ
に
特
権
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
議
院
本
会
議
に
お
け
る
審
議
や
採
決
が
議
員
グ
ル
ー
プ
の
勢
力
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
事

実
に
鑑
み
、
委
員
会
の
構
成
に
議
院
の
党
派
勢
力
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
議
会
運
営
の
都
合
か
ら
、
議
院
に
お

い
て
議
員
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
、
こ
れ
が
議
会
の
審
議
に
大
、
ぎ
な
影
響
力
を
与
え
て
い
る
と
い
う
一
の
既
成
事
実
を
法
的
に
追
認
す
る
も

北法27(2・49)219

の
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
既
成
事
実
を
法
的
に
認
め
た
と
い
う
点
に
ま
さ
に
こ
の
議
院
規
則
の
最
も
大
き
な
意
味
が

あ
る
0

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
国
民
代
表
理
論
は
、
議
員
の
一
切
の
も
の
か
ら
の
完
全
な
自
由
・
独
立
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、



説

こ
の
理
論
の
下
で
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
し
て
や
そ
れ
を
法
的
に
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
考
え

北法27(2・50)220

さん
日出

一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
に
対
し
て
、
そ
れ
が
議
員
の
自
由
・
独
立
を
侵

す
と
し
て
強
い
反
対
の
戸
が
あ
が
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
o

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
議
院
規
則
が
成
立
し
た
の
は
、
仰
の
議
院
規

ら
れ
な
か
っ
た
。
議
会
に
お
け
る
審
議
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

則
制
定
の
原
因
で
述
べ
た
よ
う
に
、
議
院
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
そ
れ
を
無
視
し
て
は
議
会
活
動
を
考
え
ら
れ
な
い
程
に
重
要
な
も
の
に
な

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
議
員
の
完
全
な
自
由
・
独
立
の
確
保
と
議
院
に
お
け
る
党
派
勢
力
の
承
認
と
は
矛
盾
す
る
。

一
九
一

O
年
の
議

院
規
則
は
党
派
勢
力
の
無
視
し
え
ぬ
存
在
を
前
に
し
て
、
純
粋
代
表
理
論
の
完
徹
を
放
棄
し
た
こ
と
を
一
亦
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
一

九
一

O
年
の
議
院
規
則
は
、
古
典
的
代
表
制
か
ら
半
代
表
制
へ
の
変
化
が
は
じ
め
て
議
会
法
に
あ
ら
わ
れ
た
規
定
と
し
て
重
要
で
あ
る
「

一
九
一

O
年
以
後

|
l議
院
規
則
に
よ
る
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
特
権
の
付
与

一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
の
成
立
以
後
、
議
員
グ
ル
ー
プ
は
ま
ず
ま
ず
大
き
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
り
、
同
時
に
議
院
規
則
が
こ
れ

に
対
し
て
特
権
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
。
第
三
共
和
制
の
下
で
は
特
に
以
下
の
三
つ
の
制
度
が
重
要
で
あ
る
。

付
「
長
の
協
議
会
」
の
創
設
(
一
九
一
一
年
)

こ
の
「
長
の
協
議
会
」
〈

F
Sロ
宮
町

2
2
舟
回
目
)
広
田
正

g
z〉
は
、
グ
ル
ー
プ
の
長
の
他
議
院
の
議
長
、
委
員
会
の
委
員
長
、
議
院
の
副

議
長
、
政
府
代
表
で
構
成
さ
れ
、
議
長
に
よ
っ
て
毎
週
召
集
さ
れ
、
議
事
日
程
を
決
定
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
一
九
一
一
年
一
一
月

八
日
の
議
院
規
則
で
設
け
ら
れ
た
。
雨
後
議
員
グ
ル
ー
プ
の
代
表
が
議
事
日
程
の
決
定
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
点
で
重
要
で
あ
る
。

∞
演
説
時
間
に
つ
い
て
議
員
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
の
優
遇
(
一
九
二
六
年
)

一
九
二
六
年
七
月
一
五
日
の
議
院
規
則
は
演
説
時
間
に
つ
い
て
グ
ル
ー
プ
の
代
表
と
そ
う
で
な
い
議
員
と
の
聞
に
差
別
を
設
け
た
。
前

者
に
は
一
時
間
、
後
者
に
は
一
五
分
と
い
う
配
分
を
な
し
た
。

同
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
共
同
の
政
治
宣
言
の
要
求
(
一
九
三
二
年
)



例
こ
の
規
則
の
成
立
の
原
因

こ
の
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
に
特
権
が
与
え
ら
れ
、

し
か
も
次
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
小
グ
ル
ー
プ
が
便
利
な
こ
と
が
、
グ
ル
ー

プ
の
細
分
化
を
も
た
ら
し
た
。
当
時
「
大
常
任
委
員
会
」
は
四
四
人
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
委
員
の
ポ
ス
ト
は
各
グ
ル
ー
プ
の

勢
力
に
比
例
し
て
配
分
さ
れ
た
か
ら
、

一
四
人
の
議
員
に
一
人
の
委
員
が
割
当
て
ら
れ
る
勘
定
に
な
っ
た

こ
の
こ
と
か
ら
、
あ
る
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
ろ
う
と
す
る
議
員
が
、
新
し
い
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
と
い
う
傾
向
が
生
れ
、

(
m
M
口

(
務
総
油
)
+
ム
ム
H
-
さ。

グ
ル
ー
プ

の
細
分
化
が
生
じ
た
。
特
に
「
独
立
者
グ
ル
ー
プ
」

〈

m円
。
ロ
古
川
白
色
、
ル
ロ
門
日
弘
司
由
口
仏
白
口
同
胡
)

と
呼
ば
れ
る
、
政
治
的
見
解
を
同
一
に
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
た
め
の
寄
せ
集
ま
り
の
グ
ル
ー
プ
が
増
大
し
た
こ
と
は
、
こ
の
種
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
非
難

を
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
い
う
状
況
の
下
に
、
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
政
治
的
思
想
の
統
一
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

グ
ル
ー
プ
の
細
分
化
を
防
ご
う
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
が
こ
の
議
院
規
則
で
あ
る
。

ωこ
の
規
則
の
内
容

同

こ
の
一
九
三
二
年
六
月
二

O
日
の
議
院
規
則
の
最
も
中
心
と
な
る
条
項
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
グ
ル
ー
プ
は
党
の
綱
領

Q
H
O
l

m
2
5
5
&
が
な
い
場
合
に
は
、
議
院
の
事
務
局
長
に
対
し
て
、
そ
の
全
て
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
、
選
挙
綱
領
(
胃
o
m
g
gー

フランス憲法における政党の地位

日
巾
色
E
S
E
-〉
の
代
り
に
な
る
、
全
て
の
メ
ン
バ
ー
に
共
同
の
政
治
的
宣
言

(
仏
品
口
目
白
岡
田
門
戸
口
口
℃

c
r
t
(
H
C
O
)

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
(
一
二
条
)
。
「
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
所
属
し
な
い
議
員
は
、
議
長
に
対
し
て
一
人
で
い
た
い
と
い
う
希
望
を
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
(
一
二
条
ー
っ
と
の
グ
ル
ー
プ
に
も
属
さ
な
い
議
員
が
委
員
会
の
委
員
に
指
名
さ
れ
る
た
め
に
は
、
あ
る
〈
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の

候
補
者
の
)
名
簿
へ
の
登
録
に
つ
い
て
議
院
の
賛
成
を
得
た
上
で
、
自
分
が
選
ん
だ
グ
ル
ー
プ
と
話
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
一
二

条
)
。
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‘
こ
の
議
院
規
則
は
、

グ
ル
ー
プ
が
一
定
の
政
策
を
基
礎
と
し
て
結
成
さ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
議
員
に
対
し
て
、
事
実



説

上
、
グ
ル
ー
プ
に
加
盟
し
又
は
こ
れ
と
同
盟
を
結
ぶ
こ
と
を
要
求
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

四
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
役
割
の
増
大

論

付
一
九
一

O
年
の
議
院
規
則
の
成
立
後
も
、
少
し
の
問
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
公
然
と
し
た
も
の
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
議

会
自
身
が
、
強
い
抵
抗
を
示
し
た
。
例
え
ば
一
九
一
一
年
七
月
三

O
日
の
本
会
議
で
は
、
議
院
の
演
檀
で
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た

決
定
に
言
及
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
し
、
一
九
一
三
年
十
二
月
一
日
に
は
、
議
院
の
廊
下
に
グ
ル
ー
プ
の
討
論
の
記
録
を
掲
示
す
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
議
会
は
後
に
は
こ
の
よ
う
な
態
度
を
改
め
る
。

一
九
二
五
年
一
一
月
二
八
日
の
本
会
議
で
社
会
党
の

L

・

ブ
ル
ム
は
演
壇
か
ら
、
社
会
党
グ
ル
ー
プ
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
態
度
を
決
定
す
る
た
め
に
本
会
議
の
休
会
を
要
求
し
こ
れ

が
容
れ
ら
れ
た
。

同
議
員
グ
ル
ー
プ
は
議
院
の
諸
機
関
の
役
員
を
選
任
す
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
一

O
年
の
議
院
規

則
は
大
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
選
任
を
議
員
グ
ル
ー
プ
の
作
成
し
た
名
簿
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
常
任
委
員
会
で
な

い
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
も
実
際
に
は
同
じ
方
法
で
選
任
さ
れ
た
。
ま
た
、
副
議
一
長
、
財
務
官
、
書
記
官
と
い
っ
た
議
院
の
役
員
の
選

し
か
し
有
効
な
役
割
」
を
果
し
た
。

出
に
お
い
て
は
議
員
グ
ル
ー
プ
が
「
非
公
式
の
、

白
議
員
グ
ル
ー
プ
は
組
織
化
が
す
す
み
、
「
定
期
的
に
集
会
し
」
、
「
事
態
を
討
論
し
及
び
研
究
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
多
数
派

グ
ル
ー
プ
が
、
法
案
に
対
す
る
態
度
や
政
府
に
対
す
る
態
度
を
決
定
し
た
。

に
あ
っ
て
は
、

同
議
員
グ
ル
ー
プ
の
実
態
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、

一
九
三
二
年
の
議
院
規
則
制
定
後
も
少
人
数
の
議
員
を
擁
す
る
多
く
の
議
員
グ
ル

-
プ
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
社
会
党
、
共
産
党
の
両
グ
ル
ー
プ
を
除
い
て
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
は
概
し
て
内
部
規
律
が
弱
い
も
の
で

あ
っ
た
。
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り

(
1
〉

J
-
ワ
九
l
ヌ
は
、
一
九

O
O年
以
後
議
員
グ
ル
ー
プ
の
活
動
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
種
々
の
著
作
に
そ
れ
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て

こ
の
頃
議
員
グ
ル
ー
プ
が
組
織
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
』
-

J

司。
-
z
o
w
8・
1
7
司
・
二
∞
0・

一
九

0
0年
代
初
期
は
、
こ
の
国
に
お
け
る
伝
統
的
な
諸
政
党
が
結
成
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。
即
ち
、
一
般
に
急
進
社
会
党
と
呼
ば
れ
て
い
る

「
急
進
共
和
及
び
急
進
社
会
吃
」
色
虫
色
芯
宮
r
Z
2
5
B
ι
5
-
Z
E岳
2
7
8
2
m
E
2
0
)
は
一
九

O
一年、

ω・司
-
F
0・
3
b
n
z
g
Eロ
3

5

内
山
内
三
ロ
常
吉
島
5
5
-
0
0ロ
〈
口
市
円
。
〉
の
名
で
呼
ば
れ
る
社
会
党
が
、
社
会
主
義
の
諸
分
派
を
一
つ
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
は
一
九

O
四
年
、
社
会
党
か

ら
飛
び
出
し
た
人
々
に
よ
っ
て
共
産
党
が
結
成
さ
れ
た
の
は
一
九
二

O
年
で
あ
る
。

(
2
〉
何
-
E
2
3・、
H，SF広

ι巾
仏
3
E
同

U
G
-
-
円
z
c
p
b
F
2
0
3
-
。
仲
間
出
同
町
ヨ
2dgF『ク

ω己
唱

H
L
b
g
m
H
F
M
O
向山手

w
H
L
r
B
E
g
-
H
E
-
v
ユg
R
F
m白
河
合
己
2
・

-
u
-
G
(
以
下

ω戸署
-bgo三
と
し
て
引
用
)
・

(
3
)
開
・
句
FOコ
ク

ωc-uzbEo=ゲ
℃
・

ωω
一-

(
4
〉
こ
の
同
議
院
の
多
数
派
の
メ
ン
バ
ー
の
合
同
の
会
議
は
結
局
の
と
と
ろ
開
か
れ
な
か
っ
た
。
元
老
院
の
二
グ
ル
ー
プ

(
z
r
E
B
芯
宮
E
E
m
-
Z
と

2
0
g
n
z
a宮
E
F
S
F
E
)
が
、
両
議
院
が
別
々
に
会
議
を
開
く
の
が
憲
法
の
建
前
だ
と
し
て
、
こ
の
会
議
を
聞
く
こ
去
に
反
対
し
た
巧
己
分
nrl

HNCCEgロ
の
主
張
を
支
持
し
、
こ
の
会
議
を
聞
く
こ
と
に
反
対
し
た
か
ら
で
あ
る
。
開
・

5
3
F
F喜
一
言
耳
ロ
グ

HY
寸・

(
5
)
H
W・
5
2
2
・
ωロ司司
-b52Mグ
古
田
∞
ω口・

(
6〉
開
-
E
2
3唱
∞
己
目
〕
向
)
]
か

5
3
F
H
Y
ω
ω
0・

(
7
)

他
の
例
と
し
て
一
九
一
三
年
二
月
町
岡
山
市
問
。
県
の

V
Eーの
2
8
の
選
挙
活
動
に
関
し
て
調
査
す
る
為
に
設
け
ら
れ
た
委
員
会
に
お
い
て
は
議
院

で
一
一
分
の
こ
の
議
員
し
か
い
な
い
社
会
党
が
一
一
の
ポ
ス
ト
の
う
ち
七
の
ポ
ス
ト
を
占
め
た
。

ζ
・阿川・阿ハ
Y
Z仲
間
子
。
官
-nF了
℃
・

M
2
・

〈

8
)

こ
れ
に
つ
い
て
、
』
由
民
営
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
草
案
が
本
会
議
で
討
-
論
さ
れ
る
時
、
委
員
会
に
お
け
る
、
何
ヶ
月
も
の
骨
の
折
れ
る
不
毛
な
仕

事
の
後
、
委
員
会
が
・
:
:
現
実
か
ら
離
れ
て

(
g
舟
宮
白
骨
芯
主
伊
丹
也
、
議
院
の
感
覚
と
離
れ
て
守
口
号
Y
2田
内
吉
田
g
z
B巾
ロ
丹
念
-
仰
の
E
g
r円問

。
-
F
1
5
b
Eめ
)
仕
事
を
し
て
ぎ
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
偶
然
的
な
仕
方
で
つ
く
ら
れ
た
委
員
会

(
8
5
5
3
8
R口
EOEO--巾
〉
と

議
院
と
が
衝
突
す
る
や
否
や
、
草
案
は
す
っ
か
り
だ
め
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
」
円

2
2
F
F
S
-
b
B
g同(一
UNA年
版
〉
丘
芯
宮
円
一
関
Z

E巳・

8
・

n-?・
同

Y
M
m
M
-

H

S
よど口
m
r
o勺・氏円・・

hy

一一∞
ω
・

』・
d
J『

ωピロ
0

・。司
-
n
Xニ
-
M

・
ご
∞
ω
・
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説論

(
日
)
』
・
巧
曲
目

F5・
0
℃
-
n
E
J
匂
・
二
宝
・

(
ロ
〉
』
巧
ω
ピ
ロ
タ
宅

-nFL-
二
宏
・

(
は
〉
一
九
一

O
年
七
月
一
日
の
議
院
規
則
一
条
。
こ
の
規
則
に
つ
い
て
は
戸
∞
g
z
R
P
F
2
m
b
m
r
g
g
g
今
ω
〉
ω
月
自
立
合
ω

】晶君
ω
冨
=
2
L
O

-ω
附，

Hω
ロ円。《目。七広岡凹一一吋∞
u
.
c
-
y
n
F円・・℃・
4
U
∞.

ハ
M
門
〉
こ
の
議
院
規
則
〆
の
制
定
の
際
、
議
員
グ
ル
ー
プ
で
は
な
く
「
党
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
べ
き
だ
と
の
主
張
も
あ
っ
た
が
斥
け
ら
れ
た
。
こ
の
議
院

規
則
が
「
党
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
い
で
「
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
パ
ル
テ
ル
ミ
ー
は
次
の
三
点
の
理
由
を
あ
げ

る。

H
A
M
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
は
「
闘
争
の
香
り
」
(
宮
門
『
ロ
ヨ
母
古
門
件
。
)
を
も
っ
て
い
る
た
め
。
同
グ
ル
ー
プ
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が

議
院
に
お
い
て
存
在
す
れ
ば
足
り
る
が
、
党
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
議
院
の
内
外
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
金
要
す
る
た
め
。
同

党
に
加
わ
ら
な
い
議
員
か
ら
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
権
利
を
傘
わ
な
い
た
め
。
』
omO1Ml回
母
子
止
命
ヨ
ア
何
日
目
-
Eこ
め

同

町

ma--
宮
ユ
2H肖
ロ
昨
日
目
w

F
5
3町
M
O
U。一
ω
m
E〈
♂
一
∞
ωhア目)・

2
・

(
日
)
宮
-
H
N

・阿ハ}凶作一昨
B

T

D
古・

2
7
司・

M
g・

(
ぽ
山
)
大
革
命
時
代
に
生
れ
た
国
民
代
表
理
論
に
お
い
て
は
、
国
民
は
代
表
者
合
選
川
し
う
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
一
切
の
権
力
そ
行
使
し
え
ず
、
悶
民
に

代
っ
て
「
同
民
意
思
」
セ
表
明
す
る
議
会
が
全
て
の
権
力
を
行
使
す
る
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
議
員
は
完
全
に
自
由
・
独
立
で
あ
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
代
表
制

Q
2
2
2
0
g
g門
司
胃
含
g
g主
)
の
下
で
は
、
国
民
が
「
そ
の
意
見
を
代
表
者
に
強
い
る
こ
と
」
は
一
切
許
さ
れ

な
い
も
の
と
さ
れ
た

Q
-
H
b
p
q広
3
・
0
司
・
門
広
J

七
会
ω
・)。

政
党
な
い
し
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、
一
面
で
議
員
を
拘
束
す
る
と
と
も
に
他
面
で
国
民
の
監
視
・
影
響
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を

議
院
規
川
が
認
め
た
こ
と
は
、
議
会
が
古
典
的
代
表
理
論
な
放
棄
し
「
選
挙
人
間
が
、
代
表
者
が
取
る
べ
き
手
段
に
関
し
て
、
自
分
た
ち
の
意
思
を
表

明
す
る
こ
と
及
び
代
表
者
の
決
定
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
許
す
」
己
・
ピ
問
。
5
R
0
・
8
・
2
f
司・ム一
N

・
)
体
制
、
議
員
、
が
「
そ
の
活
動
を

選
挙
人
の
怠
忠
に
服
従
せ
し
め
る
半
代
表
者
(
P

母国
2

2
買
合
g
gえ
)
」
に
す
ぎ
な
い
存
在
に
な
る

(ζ
・
p
b
}
0
?
F
5
2仲間口口
ω

宮
口
巴
』
c
g
m仲

野
CF門
n
o
g
E
r
-
2
0ロコ内一

-
T
E
-
-
己
主
D
N
W
-
U
吋

M
-

℃
・
∞
ム
・
)
体
制
モ
あ
る
半
代
表
制
定
C
5
2
2
E
E同

2
5
-
l耳
官
含
g
g丘
町
)
を
受
け
容
れ
た

も
の
と
見
う
る
。

代
表
・
半
代
表
概
念
に
つ
い
て
、
。
・
間
口
三
E
p
o
s
-円
g
g去
三

F
E
Z
-
2
5丹
広
三
Z
E
3一E
f
p
T
E
J
F
c
u
-
-
"
-
U吋
N
-

も
-

}
M
ω
2
2
F
樋
口
陽
一
「
現
代
の
代
表
民
主
制
に
お
け
る
直
接
民
主
制
約
諸
傾
向
」
、
前
掲
「
議
会
制
の
構
造
と
動
態
」
一
二
六
頁
以
下
0

フ
ラ
ン
ス
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に
お
け
る
代
表
制
の
進
化
に
つ
い
て
、
戸
の
向
日
常
冨
L
Z
H
加
、

n
g
z
r
c
t
g
伊
ゲ
子
宮
H
W
m
E
F
E
F
骨

て

E
F
吋，

c
g何
回
、
一
U
M
M

、

ω一
円
。
て
頃
同

y
ω
町一

liω
∞九千・

(
げ
)
】
・
毛
色
ロ
ク
毛

-nx-L-
二∞吋

(

川

ゆ

)

』

.
J
J
1
h
L
E
P
D円
y
n
F
f
-
y

コ∞吋

(

川

口

)

』

2
3
7
1
F
ュZ
-
g予
告
・
門
戸
・
司
-

U

∞・

(

却

〉

』

c
Z七
日
戸

i
切
日
子
巴
巾
ヨ
ア

D
古
口
広
・
・
司
∞
N

・

(
引
〉

]
C
耳目

)71切m
弓同
Y
丘
町
ヨ
ア

D
℃
・
丘
一
-
同
y

u
∞・

(

包

)

』

C
Z司
y
l
∞日
F
b
-
2
H
q
-
c
-
u
n
F
?・
目

y

U吋
・

(
お
〉
一
九
一
二
三
年
、
国
民
議
会
に
は
一
七
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
っ
た

o
v
z吾
i
F
ュzrgvJ
ロヲ

2
寸
w

℃

-glu--

第
三
節

第
四
共
和
制
下
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位

て
憲
法
の
議
員
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
規
定

∞ 

政
党
が
、
第
二
次
大
戦
中
の
抵
抗
運
動
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
且
つ
、
解
放
直
後
の
臨
時
的
統
治
機
構
に
お
い
て
重
要
な

地
紋
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
第
四
共
和
制
憲
法
制
定
当
時
、
政
党
に
大
き
な
役
割
を
与
え
る
べ
き
だ
と
の
考
え
方
が
極
め
て
一

般
的
で
あ
っ
た
。
当
時
発
表
さ
れ
た
、
共
産
党
の
憲
法
草
案
、
社
会
党
の
憲
法
草
案
、
国
民
投
票
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
草
案
に
と

フランス憲法における政党の地位

い
ず
れ
も
政
党
に
言
及
し
又
は
比
例
代
表
制
の
採
用
又
は
議
員
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
規
定
の
設
置

に
よ
り
間
接
的
に
政
党
に
言
及
し
て
い
た
。
一
九
四
六
年
一

O
月
二
七
日
の
第
四
共
和
制
憲
法
が
議
員
グ
ル
ー
プ
に
言
及
す
る
三
ケ
条
、

ど
ま
っ
た
第
一
次
憲
法
草
案
な
ど
は
、

北法27(2・55)225

す
な
わ
ち
、

一
一
条
、

五
二
条
、
九
一
条
を
設
け
た
の
は
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
経
た
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
一
条
は
両
議
院
は
毎
年
通
常
会
期
の
初
め
に
理
事
部
を
選
出
す
る
旨
の
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の
理
事
部
の
選
出
は
「
グ
ル
ー
プ
の
比

例
代
表
の
方
法
で
」
宗
古
門
告
忌
8
E
E
F
Oロ
耳

8
0
E。
ロ
ロ
巾
ロ
巾
【
同
町
田
哲
oz官
印
〉
な
さ
れ
る
と
す
る
。



説

五
二
条
は
国
民
議
会
を
解
散
し
た
場
合
の
政
府
の
構
成
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
下
院
を
解
散
し
た
場
合
、
内
閣
は
存
続
す
る
が
首
相

5命

と
内
務
大
臣
は
辞
任
し
、
国
民
議
会
の
議
長
が
こ
の
地
位
に
つ
く
。
こ
の
場
合
、
暫
定
政
府
の
首
相
は
「
政
府
に
代
表
さ
れ
て
い
な
い
グ

ル
ー
プ
」
の
代
表
(
つ
ま
り
野
党
の
代
表
)
を
国
務
大
臣

(
g
E
Z
B
仏
面
会
主
)
に
指
名
す
る
と
定
め
る
。

〈

4
)

九
一
条
は
両
議
院
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
「
憲
法
委
員
余
」
の
構
成
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
が
、
憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
園

民
議
会
及
び
共
和
国
評
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
は
、
「
グ
ル
ー
プ
の
比
例
代
表
の
方
法
で
」
選
出
さ
れ
る
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
は
憲
法
自
身
が
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
認
め
、

且
っ
こ
れ
に
役
割
を
与
え
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
、

五
二
条
で
暫
定
的
な
政
府
に
野
党
グ
ル
ー
プ
の
代
表
を
入
れ
る
と
し
、
九
一
条
で
両
院
が
指
名
す
る
憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
を
グ
ル

l

プ
の
比
例
代
表
の
方
法
で
選
出
す
る
と
し
た
点
は
、
政
府
や
憲
法
委
員
会
と
い
う
、
議
会
外
の
機
関
の
構
成
に
つ
い
て
、
国
民
議
会
の
議

員
グ
ル
ー
プ
に
役
割
を
与
え
た
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
臨
時
政
府
に
野
党
の
代
表
を
入
れ
る
と
し
た
点
や
、
議
会
理
事
部
や

憲
法
委
員
会
の
代
表
を
国
民
議
会
の
グ
ル
ー
プ
の
比
例
代
表
の
方
法
で
選
出
す
る
と
し
た
点
に
は
、
少
数
代
表
の
考
え
方
が
見
ら
れ
る
。

一
一
条
、
五
二
条
の
二
ケ
条
は
、

れ
ら
の
条
文
か
ら
議
員
グ
ル
ー
プ
へ
の
言
及
は
姿
を
消
し
た
。

一
九
五
四
年
一
二
月
七
日
の
憲
法
法
に
よ
っ
て
改
訂
さ
れ
、
こ

も
っ
と
も
、
こ
の
三
ケ
条
の
う
ち
、

一
一
条
の
改
訂
は
理
事
部
に
お
け
る
共
産
党
の
勢
力
を
弱
め
よ
う
と
の
意

図
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

五
二
条
の
改
訂
は
、
暫
定
内
閣
の
規
定
が
政
府
の
解
散
権
行
使
を
妨
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

二
、
議
院
規
則
に
よ
る
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
規
制
と
役
割
の
付
与

付
議
員
グ
ル
ー
プ
の
承
認
と
規
制

第
四
共
和
制
の
下
に
お
け
る
国
民
議
会
規
則
は
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
重
視
し
、
そ
の
構
成
に
関
す
る
独
立
し
た
章
(
第
五
章
)
を

設
け
、

一
二
条
、

い
わ
ば
議
員
グ
ル
ー
プ
を
正
面
か
ら
認
め
、
同

一
三
条
の
二
ケ
条
を
お
い
た
。
第
三
共
和
制
下
の
議
院
規
則
と
異
り
、

時
に
こ
れ
を
一
定
の
枠
に
は
め
込
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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一
二
条
は
議
員
は
「
政
治
的
つ
な
が
り
守
口

EF同
企

℃

O
E
Z
E出
)
」
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、

グ
ノレ

プ
は
一
四
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
を
擁
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

グ
ル
ー
プ
は
そ
の
名
簿
と
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ

た
「
宣
言
」
を
議
院
の
理
事
部
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
議
員
は
一
の
グ
ル
ー
プ
に
し
か
所
属
し
え
な
い
こ
と
を
定
め
る
。

一
三
条
は
「
個
別
的
利
益
、
地
域
的
又
は
職
業
上
の
利
益
の
擁
護
」
の
為
の
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
こ
と
の
禁
止
を
定
め
る
。

口
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
役
割
の
付
与

一
九
四
七
年
の
国
民
議
会
規
則
は
グ
ル
ー
プ
に
い
ろ
い
ろ
な
特
権
を
与
え
た
。
憲
法
自
身
が
理
事
部
が
グ
ル
ー
プ
の
勢
力
に
比
例
し
て

構
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
の
は
既
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
議
院
規
則
は
、
「
一
般
委
員
会
」
お
よ
び

「
特
別
委
員
会
」
、
が
グ
ル

ー
プ
に
比
例
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
(
一
六
条
、

一
七
条
〉
、
議
事
日
程
な
ど
を
決
め
る
「
長
の
会
議
」

に
お
い
て
、

グ
ル
ー
プ
の
代
表

は
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
数
だ
け
票
決
権
を
も
つ
こ
と
、
(
三
凶
条
)
、

あ
る
議
員
が
、
委
員
会
で
議
席
を
も
つ
た
め
に
指
定
し
た
グ
ル

(ゴ

-
プ
か
ら
そ
の
後
離
れ
た
時
に
は
、
彼
は
当
然
に
こ
の
委
員
会
に
所
属
す
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
こ
六
条
一
三
項
〉
な
ど
の
規
定
が
お

か
れ
た
。
こ
の
最
後
の
規
定
は
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
間
接
的
な
が
ら
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
統
制
権
を
み
と
め
た
も
の
と
言
え
よ

フランス憲法における政党の地位

う

共
和
国
評
議
余
規
則
(
一
九
四
七
年
六
月
五
日
)
の
内
容
は
、

グ
ル
ー
プ
の
結
成
は
一
一
人
以
上
を
要
す
る
と
し
た
点
を
除
い
て
、
重

要
な
点
に
お
い
て
国
民
議
会
規
則
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。

一
二
、
党
な
い
し
議
員
グ
ル
ー
プ
の
議
員
に
対
す
る
支
配
的
な
地
位
の
獲
得

先
に
見
た
よ
う
に
議
員
グ
ル
ー
プ
に
議
会
活
動
等
に
お
い
て
特
権
的
な
地
位
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
事
実
上
、

1
0
7

の
議
員
に
対
す
る
支
配
権
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
法
的
に
も
党
な
い
し
議
員
グ
ル
ー
プ
の
議
員
に
対
す
る
統
制

を
認
め
よ
う
と
の
考
え
が
こ
の
時
代
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

グ
ノレ

北法27(2・57)227



説

憲
法
委
員
会
は
家
議
の
中
で
、
「
議
員
は
必
ず
自
分
が
所
属
す
る
党
と
同
じ
名
前
を
も
ち
且
つ
こ
の
党
の
規
律
に
服
す
る
議
員
グ
ル

l

"，ム
ii/IU 

プ
に
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
条
項
(
賛
成
二
一
反
対
二
ハ
)
、
「
議
員
は
党
に
よ
っ
て
解
任
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

h
T岡田仏。

-
Z
E
匂

o
z
g
F
円
公
円
四
円
臥
〈
。
円
山
口
-
弘
前
官
門
戸

2
門
官
三
)
と
す
る
原
則
(
賛
成
一
九
、
反
対
一
七
、
棄
権
一
〉
を
憲
法
に
入
れ
る
こ

と
を
可
決
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
第
一
次
憲
法
草
案
に
も
り
こ
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
姿
を
消
し
た
が
、
議
員
の
自
由
・
独
立
と
い
う

(
戸
巾
印

フ
ラ
ン
ス
の
古
典
的
議
会
制
の
理
念
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
が
当
時
多
く
の
人
々
の
支
持
を
受
け
た
と
い
う
こ
と
は
当
時

の
思
潮
を
示
し
て
い
る
。
議
員
が
、
委
員
会
で
議
席
を
も
つ
た
め
に
指
定
し
た
グ
ル
ー
プ
か
ら
そ
の
後
離
れ
た
時
に
は
、
彼
は
当
然
に
こ

の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
た
る
こ
と
を
止
め
る
と
す
る
、

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
統
制
を
強
化
す
る
規
定
が
議
院
規
則
に
も
り
こ

ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
思
潮
を
背
景
に
し
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位
は
、
第
四
共
和
制
の
下
で
著
し
く
強
化
さ
れ
た
。
そ
れ
は
次
の
点
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
o

第
一
に
、
怒
法
白
z
身
が
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
認
め
、
こ
れ
に
役
割
を
与
え
た
こ
と
。
第
二
に
、
憲
法
が
内
閣
や
憲
法
委
員
会
と

い
う
議
会
以
外
の
機
関
の
構
成
に
つ
い
て
さ
え
も
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を
考
慮
し
た
こ
と
。
第
三
に
、
議
院
規
則
が
議
員
グ
ル
ー
プ
を
重

要
視
し
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
た
こ
と
。
第
四
に
、
議
院
規
則
が
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
、
従
前
よ
り
も
大
き
な
特
権
を
与
え

た
こ
と
。
第
五
に
、
議
員
が
、

グ
ル
ー
プ
か
ら
離
れ
る
と
そ
れ
ま
で
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
た
る
地
位
を
失
う
と
す
る
規
定
の
よ
う
に
、

グ
ル
ー
プ
の
所
属
議
員
に
対
す
る
統
制
カ
を
強
化
す
る
規
定
が
議
院
規
則
に
も
り
こ
ま
れ
た
こ
と
。

r、、 r¥f、、〆【¥

4 3 2 1 
¥J 、ーノ ¥ノ ¥}〆

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
四
求
の
「
第
四
共
和
制
下
の
選
挙
法
に
お
け
る
政
党
の
地
位
」
の
中
で
言
及
す
る
。

こ
れ
ら
の
怒
法
草
案
が
政
党
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
「
政
党
と
憲
法
」
第
二
節
で
ふ
れ
る
。

こ
の
慾
法
の
法
文
は
、

ζ

ロ
巳
〈
臼
向
。
?
の
D
E
Z三
5
5
Z
O
D門戸
M
E
E
t
同

vo--t』
日
♂
告

-
i
f
℃
一
ω
∞
2

2
ミ
・
に
よ
る
。

こ
の
滋
法
委
HN
会
は
共
和
国
会
議
が
法
律
の
合
憲
性
の
審
査
を
求
め
た
場
合
に
こ
れ
を
審
夜
す
る
一
種
の
司
法
機
関
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
一
一
一
一
人
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ω 

か
ら
な
り
、
大
統
領
、
両
ー

μ議
長
の
三
人
が
法
定
メ
ン
バ
ー
と
な
り
他
は
国
民
議
会
が
七
人
、
共
和
国
評
議
会
が
三
人
全
選
出
す
る
。

(
5
〉
一
一
条
は
「
各
議
院
は
、
毎
年
通
常
会
期
の
初
め
に
、
規
則
に
規
定
さ
れ
た
条
件
に
従
っ
て
、
そ
の
理
事
部
(
「
己
E
る
'
乞
選
川
す
る
」
と
い
う
表

現
に
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
は
、
国
民
議
会
に
お
け
る
窓
法
改
正
案
の
報
告
者

(
0・
M
M
q
s
z
g
)
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
理
事
部
の
構
成
は
議
院
の

規
則
で
定
め
ら
れ
る
べ
主
事
項
だ
と
す
る
「
旧
来
の
伝
統
に
一
戻
一
っ
た
」
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
議
院
に
お
い
て
、
こ
の
憲
法
改
訂
が
、
議
院
の
理
事

部
か
ら
反
'
寸
派
、
と
く
に
共
産
党
グ
ル
ー
プ
の
代
表
、
を
排
除
す
る
怠
図
か
ら
出
た
も
の
だ
と
の
声
も
聞
か
れ
、
国
民
議
会
に
お
け
る
表
決
で
は
、
賛

成
四
一
五
、
反
対
一
八
一
で
あ
っ
た
。
。
・
司
G
Z
2
2・
C
芯『
2
5巾
分

F
E
E
t骨三
5
p
辺
町
内
ア
呂
田
・
七
・
勾

2
2
Z・

五
二
条
の
改
訂
さ
れ
た
条
項
は
、
議
会
の
解
散
が
信
任
問
題
否
決
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
と
不
信
任
動
議
の
可
決
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
と
に
分

け
、
前
者
の
場
介
に
は
内
閣
は
そ
の
ま
ま
浅
る
と
し
、
後
者
の
場
合
に
の
み
、
首
相
と
内
務
大
臣
が
辞
任
し
国
民
議
会
の
議
長
が
首
相
及
び
内
務
大
臣

の
地
位
に
つ
く
と
し
た
。
こ
の
改
訂
に
よ
り
、
野
党
グ
ル
ー
プ
の
代
表
を
内
務
大
臣
と
し
て
入
閣
さ
せ
る
と
す
る
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。
政
府
が
解
散

を
決
定
し
た
ば
あ
い
政
敵
を
含
め
た
暫
定
内
閣
に
席
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
改
訂
前
の
規
定
が
、
政
府
の
解
散
権
行
伎
を
妨
げ
て
い
た
こ
と
が

五
二
条
改
訂
の
理
由
で
あ
っ
た
。
深
瀬
忠
一
「
衆
議
院
の
解
散
」
(
「
日
本
国
憲
、
法
体
系
」
第
四
巻
、
有
斐
関
、
昭
和
四
一
年
」
一
七
七
頁
以
下
参
照
。

(
6
)
第
四
共
和
制
下
の
凶
民
議
会
規
則
は
一
九
四
六
年
一
二
月
一
二
日
に
制
定
さ
れ
て
以
来
何
度
か
改
訂
・
増
補
が
な
さ
れ
た
。
第
四
共
和
制
下
の
国
民

議
会
規
則
に
つ
い
て
は
、
同
州
市
民
F
5
3仲

2
河
合
G
E
t
-
a
芯
m
F
5
2
5
2
ω

《
】
め
で
〉
E
g
d
r一常

E
Z
G
E
r・目。
E
W
-
U
8
・

5
胃

5
2
5
内庁

て
〉
g
m
E
g
p
m
E片
MOB-め
に
よ
る
。

(
7
)

第
四
共
和
制
下
の
上
院
で
あ
る
共
和
国
評
議
会
の
議
院
規
則
は
一
九
四
七
年
六
月
五
日
の
議
院
決
議
(
芯
ωc-ztcと
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
こ
の

議
院
規
則
に
つ
い
て
は
河
口

-
M
Y
L
宏
ア
℃
・
土
∞
え
さ
ぞ
・

(
8
)

憲
法
委
員
会
の
審
議
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
要
を
記
し
た
。
叶
E
5
2
F
E
n
-同
E
g
g
-
-
=
L
m
Z
(
U
C
E
E三
芯
P

回
目
。
句
二
U
A
?
℃

M
S

2
2
2
・
に
よ
っ
た
。

フランス憲法における政党の地位

第
五
共
和
制
下
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位

第
四
節

北法27(2・59)229

一
、
憲
法
に
お
け
る
政
党
条
項
の
登
場

一
九
五
八
年
の
第
五
共
和
制
憲
法
に
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
に
言
及
す
る
規
定
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
既
述
の
と
お
り
、
政
党

に
言
及
す
る
条
項
が
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た
。
即
ち
第
四
条
は
、
「
政
党
及
び
政
治
的
集
団
は
投
票
に
よ
る
意
思
表
示
に
協
力
す
る
。
そ
れ



説

ら
は
自
由
に
つ
く
ら
れ
且
つ
自
由
に
活
動
を
行
う
。
そ
れ
ら
は
国
家
主
権
及
び
民
主
制
の
諸
原
則
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規

定
し
た
。
後
に
(
第
五
平
で
)
考
察
す
る
よ
う
に
、
こ
の
条
項
は
、
法
的
に
は
、
政
党
に
特
権
を
与
え
る
も
の
で
も
、
特
別
な
規
制
を
課
す

ーさ'1... 
日間

る
も
の
で
も
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
精
神
的
な
い
し
倫
理
的
意
味
の
み
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

二
、
議
院
規
則
に
よ
る
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
規
制
と
役
割
の
付
与

ハ
円
国
民
議
会
規
則
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
規
制

一
九
五
九
年
六
月
三
日
可
決
さ
れ
た
国
民
議
会
規
則
は
第
五
章
「
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
に
議
員
グ
ル
ー
プ
を
規
制
す
る

五
ケ
条
〈
一
九
条

i
二
三
条
)
の
規
定
を
お
い
た
ο

そ
の
主
な
内
容
を
条
文
の
一
要
点
を
抜
粋
し
な
が
ら
示
し
て
お
こ
う
。

議
員
は
「
政
治
的
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
」
(
宮
『
白
岳
己
芯
ω

宮

E
Z
S
C
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
五
項
に
定
め
た
条
件

に
従
っ
て
合
同
し
た
議
員
(
去
百
円
食
品
宮

B
E合
)
を
含
め
ず
に
三

O
人
以
上
で
な
け
れ
ば
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
え
な
い
。
(
一
九
条
一

項
¥J  
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
構
成
員
が
署
名
し
た
「
政
治
宣
言
」
(
宏
門
戸

R
2
5ロ
3
E
Z
E〉
と
合
同
し
た
議
員
が
署
名
し
た
名
簿
と
を
議

長
に
手
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
書
類
は
官
報
に
お
い
て
公
表
さ
れ
る
。
(
一
九
条
二
項
)

(
国
民
議
会
の
理
事
部
は
そ
の
政
治
宣
言
が
憲
法
四
条
の
規
定
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
グ
ル
-
プ
に
よ
っ
て
上
程
さ
れ
た
書
類
の
官
報

へ
の
掲
載
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
間
題
は
議
院
に
提
起
さ
れ
、
議
院
は
こ
の
宣
言
を
受
理
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
次
の
会
期
に

決
定
す
る
。
)
(
一
九
条
三
項
)
(
本
項
は
全
訳
)

議
員
は
一
J

グ
ル
ー
プ
に
し
か
所
属
し
え
な
い
。
(
一
九
条
四
項
)

グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
な
い
議
員
は
合
同
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
一
九
条
五
項
〉

カ
ッ
コ
を
付
し
た
三
項
は
憲
法
四
条
が
い
わ
ゆ
る
反
民
主
々
義
的
な
政
党
を
禁
止
し
て
い
る
と
の
理
解
の
下
に
、
憲
法
四
条
に
反
す
る
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議
員
グ
ル
ー
プ
の
結
成
を
許
さ
な
い
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
て
憲
法
院
に
提
訴
さ
れ
、
憲
法
院
は

(
2
)
 

違
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
た
め
、
後
に
削
除
さ
れ
た
。

グ
ル
ー
プ
は
組
織
に
か
ん
す
る
変
更
を
議
長
に
知
ら
せ
且
つ
官
報
に
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
一
二
条
)

議
長
は
本
会
議
場
に
お
け
る
議
席
の
指
定
の
た
め
に
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
の
集
ま
り
を
開
く
。
(
ニ
二
条
)

「
個
別
的
な
利
益
、
地
域
又
は
職
業
上
の
利
益
を
擁
護
す
る
グ
ル
ー
プ
」
の
禁
止
。
(
一
一
一
一
一
条
一
項
)

「
個
別
的
な
利
益
、
地
域
又
は
職
業
上
の
利
益
を
擁
護
す
る
」
結
社
に
加
入
し
た
場
合
、
こ
の
加
入
が
「
強
制
委
任
」
を
受
け
入
れ
る

こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
時
に
は
懲
罰
が
課
さ
れ
る
。
(
二
三
条
二
項
〉

以
上
一
九
条
か
ら
二
三
条
ま
で
の
主
な
内
容
を
抜
粋
し
て
示
し
て
来
た
。
こ
れ
ら
グ
ル
ー
プ
の
規
制
に
関
す
る
規
定
を
第
四
共
和
制
の

議
会
法
の
同
様
の
規
定
と
比
較
す
る
時
、
第
四
共
和
制
下
の
そ
れ
と
は
二
点
で
異
っ
て
い
る
。
第
一
は
、
グ
ル
ー
プ
の
結
成
に
は
「
政
治

宣
言
」
が
必
要
と
さ
れ
る
が

こ
の
政
治
宣
言
は
官
報
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
つ
九
条
二
項
)
。
第
四
共
和
制
の
下
で
は
後

口

者
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
は
、

下
で
は
一
四
人
以
上
で
あ
っ
た
。

グ
ル
ー
プ
の
結
成
に
三

O
人
以
上
を
要
す
る
と
し
た
こ
と
(
一
九
条
一
項
〉
で
、
第
四
共
和
制
の

フランス憲法における政党の地位

己
国
民
議
会
規
則
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
役
割
の
付
与

議
員
グ
ル
ー
プ
に
役
割
を
与
え
た
条
項
と
し
て
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

コ
ン
ブ
イ
ギ
ユ
ラ
ジ
オ
ン

・
理
事
部
に
関
す
る
一

O
条
。
理
事
部
の
役
員
及
び
メ
ン
バ
ー
の
選
挙
は
「
理
事
部
の
中
に
議
院
の
政
治
的
形
勢
を
再
現
す
る
よ
う
努

め
て
」
な
さ
れ
る
旨
規
定
す
る
。
第
四
共
和
制
の
下
で
は
理
事
部
は
「
グ
ル
ー
プ
に
比
例
し
て
」
選
出
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

-
常
任
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
の
構
成
に
か
ん
す
る
三
三
条
及
び
三
七
条
。
こ
れ
ら
の
委
員
会
は
グ
ル
ー
プ
の
勢
力
に
比
例
し
て
構

成
さ
れ
る
と
す
る
o

常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
、
あ
る
議
員
が
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
時
に
所
属
し
て
い
た
グ
ル
l

北法27(2・61)231



説

プ
か
ら
離
れ
た
時
に
は
こ
の
議
員
は
自
動
的
に
常
任
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
た
る
こ
と
を
止
め
る
旨
の
規
定
が
お
か
れ
た
(
三
八
条
三
項
)

」
と
は
第
四
共
和
制
に
お
け
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

子.fe，‘
而j同

-
グ
ル
ー
プ
の
長
の
会
議
に
か
ん
す
る
四
八
条
四
項
。
こ
の
会
議
は
議
事
日
程
な
ど
を
調
整
す
る
た
め
に
聞
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
グ
ル
ー
プ
の
長
は
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
の
数
と
同
数
の
票
決
権
を
も
っ
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
あ
ら
わ
れ
た
グ
ル
ー
プ
の

役
割
は
第
四
共
和
制
下
の
も
の
と
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

同
元
老
院
規
則
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
規
制

こ
の
規
則
は
第
二
章
「
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
下
に
五
条
、
六
条
の
二
ケ
条
を
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
を
規
制
し
て
い
る
。
そ
の

う
ち
次
の
も
の
が
重
要
で
あ
る
。

五
条
。
元
老
院
議
員
は
「
政
治
的
つ
な
が
り
」
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
こ
と
、
か
で
き
る
こ
項
)
。
グ
ル
ー
プ
は
そ
れ
に
参
加
す

る
こ
と
を
決
め
た
「
議
員
の
名
簿
の
元
老
院
議
長
へ
の
届
出
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
o

グ
ル
ー
プ
の
創
設
の
時
と
元
老
院
の
改
選
の
後

に
、
「
グ
ル
ー
プ
は
そ
の
政
治
活
動
の
原
則
と
形
態

2
2
胃
百
己
℃
2
2
-
2
5。
E
E
m与
を
:
:
:
示
す
政
治
宣
言
を
公
表
す
る
権
能
を

有
す
る
」
ω

グ
ル
ー
プ
の
名
簿
は
毎
年
十
月
の
通
常
会
期
の
初
め
に
官
報
で
公
表
さ
れ
る
(
以
上
二
項
)
。
グ
ル
ー
プ
は
一
一
人
以
上
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
四
項
)
。
「
個
別
的
利
益
、
地
方
的
又
は
職
業
上
の
利
益
」
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
こ
と
は
禁
止

さ
れ
る
(
六
項
)

0

一
一
人
以
下
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
組
織
は
グ
ル
ー
プ
と
「
合
同
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
。

六
条
。

五
条
は
国
民
議
会
議
院
規
則
一
九
条
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
唯
一
の
重
要
な
差
呉
は
「
政
治
宣
言
」
に
つ
い
て
、
前
者

で
は
何
ら
の
条
件
を
つ
け
て
い
な
い
の
に
、
元
老
院
議
院
の
規
則
で
は
「
政
治
活
動
の
原
則
と
形
態
」
を
示
す
も
の
だ
と
し
て
、
ゆ
る
や

か
で
は
あ
る
が
「
政
治
宣
言
」
の
内
容
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
一
つ
の
争
い
が
生
じ
た
。
こ
の
条
項
が
グ
ル
ー
プ
形
成
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の
自
由
を
侵
さ
な
い
か
を
め
ぐ
っ
て
憲
法
院
に
争
い
が
持
ち
込
ま
れ
た
。

一
九
七
一
年
五
月
一
八
日
の
憲
法
院
判
決
は
こ
の
条
項
は
「
こ

の
宣
言
の
内
容
に
対
す
る
い
か
な
る
統
制
を
も
含
ん
で
い
な
い
」
と
し
て
訴
え
を
斥
け
こ
の
規
則
の
有
効
な
こ
と
を
認
め
た
。

目
元
老
院
規
則
の
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
役
割
の
付
与

グ
ル
ー
プ
に
役
割
を
与
え
た
重
要
な
条
項
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。

-
常
任
委
員
会
の
構
成
に
か
ん
す
る
八
条
。
こ
の
委
員
会
の
メ
ン
マ
ハ

l
は
グ
ル
ー
プ
又
は
「
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
な
い
元
老
院
議

員
の
代
表
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
議
長
に
提
出
さ
れ
た
、
委
員
候
補
者
の
名
簿
を
基
礎
に
し
て
選
ば
れ
る
。
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
て
い
な

い
者
が
不
利
な
扱
い
を
う
け
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
。

S

グ
ル
ー
プ
の
長
の
会
議
に
か
ん
す
る
こ
九
条
。
議
長
は
議
事
日
程
に
つ
い
て
話
し
合
う
た
め
常
任
委
員
会
の
委
員
長
、
関
係
す
る
特

別
委
員
会
の
委
員
長
、

グ
ル
ー
プ
の
会
長
を
集
め
る
。

l=ヰ

第
五
共
和
制
下
の
議
会
法
に
お
け
る
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位
は
、
第
四
共
和
制
下
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
基
本
的
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い

フラ γス憲法における政党の地位

が
、
微
妙
な
差
異
が
あ
る
と
言
え
る
。

第
一
に
、
第
四
共
和
制
の
下
で
は
、
憲
法
自
身
、
が
議
院
理
事
部
や
憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
¢
選
任
に
つ
い
て
、
議
員
グ
ル
ー
プ
に
特

権
的
な
地
位
を
認
め
て
い
た
が
、
第
五
共
和
制
憲
法
は
全
く
議
員
グ
ル
ー
プ
に
言
及
し
て
い
な
い
。
第
四
共
和
制
の
下
で
、

グ
ル
ー
プ

と
も
あ
れ
第
五
共
和
制
の
下
で
憲
法
に

お
い
て
議
員
グ
ル
ー
プ
へ
の
言
及
が
全
く
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
に
与
え
ら
れ
る
地
位
(
役
割
〉
が
低
下
し
た
こ
と
を
意

ー

l
!
と
く
に
反
対
派
グ
ル
ー
プ
ー
ー
ー
が
、
憲
法
上
、
余
り
に
優
遇
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
が
、
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味
す
る
。
第
五
共
和
制
憲
法
は
政
党
条
項
を
置
き
、
政
党
の
存
在
と
役
割
を
認
め
た
け
れ
ど
も
、
他
面
で
、
第
四
共
和
制
憲
法
が
議
員
グ

ル
i
プ
に
与
え
て
い
た
特
権
的
地
位
を
示
す
条
項
が
姿
を
消
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。



説

第
二
に
、
第
五
共
和
制
の
議
院
規
則
は
、
議
員
グ
ル
ー
プ
に
規
制
を
課
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
一
定
の
方
向
に
導
び
こ
う
と
し

た
。
こ
の
点
で
二
つ
の
規
定
が
重
要
で
あ
る
。
付
は
グ
ル
ー
プ
の
結
成
に
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
「
政
治
宣
言
」
に
署
名
す
る
こ
と
を
要
す

る
と
の
規
定
(
国
民
議
会
規
則
一
九
条
二
項
、
元
老
院
規
則
五
条
二
項
〉
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
グ
ル
ー
プ
の
結
成
は
、

議
員
の
そ
の
時
々
の
都
合
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、

一
の
共
同
の
目
的
を
以
て
な
さ
る
べ
き
だ
と
の
思
想
を
表
現
し
た
も
の
で
、
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論

グ
ノレ

ー
プ
を
統
一
あ
る
堅
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
の
意
図
を
読
み
と
る
乙
と
が
で
き
る
。
「
政
治
宣
言
」
を
官
報
に
公
表
す
る
と
の
制
度
を
設
け

た
こ
と
は
、

グ
ル
ー
プ
な
い
し
政
党
を
世
論
の
監
視
の
下
に
置
こ
う
と
し
た
も
の
と
見
う
る
。
白
、

い
ま
一
つ
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
結
成

に
は
一
ニ

O
人
の
メ
ゾ
パ
ー
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
規
定
、
が
、
グ
ル
ー
プ
の
あ
り
方
を
規
制
す
る
点
で
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ

ラ
ン
ス
の
議
会
に
特
徴
的
な
、
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
が
多
数
存
在
す
る
と
い
う
現
象
を
議
院
規
則
の
力
を
借
り
て
変
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
実
際
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
。
第
五
共
和
制
の
現
実
に
お
い
て
、
選
挙
の
後
グ
ル
ー
プ
が
一
二

O
人
の
メ
ン
バ
ー

ハ
6
v

を
集
め
る
こ
と
が
出
来
ず
に
消
滅
し
た
り
、
他
の
グ
ル
ー
プ
と
合
併
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
事
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
)

こ
の
議
院
規
則
の
法
文
は

m・
o-HY二
回
印
少
日
y

u
一印

2
2
=・

(
2
)

一
九
五
九
年
七
月
三
日
の
憲
法
院
判
決
は
こ
の
国
民
議
会
規
則
一
九
条
三
項
を
憲
法
に
適
合
し
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
「
こ
の
法
文
は
同
条
二

項
の
規
定
及
び
二

O
条
の
規
定
と
結
び
つ
い
て
、
グ
ル
ー
プ
の
政
治
宣
言
の
憲
法
四
条
へ
の
適
合
性
合
E
F
S丘
と
の
評
倒
を
専
ら
悶
民
議
会
に
委

ね
る
こ
と
に
よ
り
、
グ
ル
ー
プ
形
成
そ
の
も
の
が
-
妨
げ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
と
い
う
に
あ
っ
た

oo--U印戸』・円
γ

印
2
・
こ
の
判
決
は
「
少
数
派

の
権
利
を
保
護
す
る
重
要
な
決
定
だ
」
と
「
出
ω
ヨ
g
は
言
う
(
上
一
記
判
決
の

g
g
に
お
い
て
〉
0
0
・
E
巴
・
』
・
司
・
印
。
ω
・
な
お
、
こ
の
判
決
に

つ
き
、
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
ブ
ラ
γ
ス
判
例
百
選
三
二
頁
以
下
参
照
。

(
3
〉
こ
の
元
老
院
規
則
に
つ
い
て
は
月

O
H
M
-
-
E
E
-
ヲ

二

S
Z
E
F

(
4
)
りか

n
E
C口
内
山
口
お
ヨ

E

Z
コw
]
-
O
Z岡山
ω}
・
8

2丘
一
回
吋
ケ
司
印
日
出
・
門
広
品
目
百
円

pb-c仲
D
ヲ

2
7
勺

-
E
0・

(
5
)

従
っ
て
常
任
委
員
会
は
グ
ル
ー
プ
の
勢
力
に
比
例
し
た
構
成
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
特
別
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は
常
任
委
員
会
の
委
員
長
の
集
ま

り
に
よ
っ
て
候
補
者
名
簿
が
つ
く
ら
れ
、
本
会
議
で
決
定
さ
れ
る
。



(
6
〉
た
と
え
ば
一
九
六
二
年
一
一
月
の
国
民
議
会
の
選
挙
で

す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
消
滅
し
た
。

同
ロ
&
吉
見
g
g
z
p
v
y
E
-
M
m
q〉
円
陣

3
口

mGnzr
グ
ル
ー
プ
が
一
一
一

O
人
の
当
選
考
を
出

第
三
章
の
ま
と
め

思
想
傾
向
を
同
じ
く
す
る
議
員
の
集
ま
り
と
し
て
の
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、
す
で
に
革
命
時
代
の
議
会
か
ら
存
'
存
し
て
い
た
が
、

O
年
頃
か
ら
そ
の
組
織
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
(
第
二
節
)
。
し
か
し
革
命
時
代
に
生
れ
た
国
民
代
表
理
論
一
は
議
員
の
完
全
な
自
由

と
独
立
の
要
請
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
こ
の
理
論
の
下
で
は
、
必
然
的
に
、
事
実
上
議
員
の
拘
束
を
も
た
ら
す
議
員
グ
ル
ー
プ
の
存
在

は
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
革
命
時
代
は
も
と
よ
り
、
議
員
グ
ル
ー
プ
が
舞
台
裏
で
次
第
に
大
き
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ

一
九

O

ω 

一
九
一

O
年
に
、
大
常
任
委
員
会
の

メ
ン
バ
ー
の
選
任
を
議
員
グ
ル
ー
プ
の
作
成
す
る
候
補
者
名
簿
に
基
い
て
な
す
と
す
る
議
院
規
則
が
つ
く
ら
れ
、
こ
こ
に
、
議
員
グ
ル
ー

プ
が
は
じ
め
て
議
会
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
(
第
二
節
)
。
こ
の
議
院
規
則
の
成
立
は
、
議
員
の
完
全
な
自
由
・
独
立
を
要
請

て
か
ら
も
、
長
い
間
、
議
会
法
は
そ
の
存
在
を
公
式
に
は
認
め
な
か
っ
た
。
第
三
共
和
制
の
下
で
、

フランス憲法における政党の地位

す
る
古
典
的
国
民
代
表
理
論
の
重
大
な
変
質
を
議
会
自
身
が
認
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
o

第
四
共
和
制
に
お
い
て
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
法
的
地
位
は
飛
躍
的
に
向
上
す
る
(
第
三
節
)
。
議
員
グ
ル
ー
プ
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
若
干

の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
(
憲
法
は
、
両
議
院
の
理
事
部
の
選
出
は
グ
ル
ー
プ
の
比
例
代
表
の
方
法
で
な
さ
る
べ
き
こ
と
、
国
民
議
会
が
解
散
さ
れ
た
時
に
つ

〈
ら
れ
る
暫
定
政
府
に
野
党
グ
ル
ー
プ
の
代
表
を
国
務
大
臣
と
し
て
入
閣
さ
せ
る
こ
と
、

憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、

国
民
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ

北法27(2・65)235

る
メ
ン
バ
ー
は
グ
ル
ー
プ
の
比
例
代
表
の
方
法
で
選
出
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
た
)

お
い
て
特
権
を
与
え
ら
れ
た

(
議
院
規
則
は
、

議
院
規
則
に
よ
っ
て
、
議
会
活
動
の
多
く
の
領
域
に

一
般
委
員
会
及
び
特
別
委
員
会
の
構
成
は
グ
ル
ー
プ
に
比
例
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
議
事
日
程
を
決
め
る

上

「
長
の
会
議
」
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
の
代
表
は
メ
ン
バ
ー
の
数
だ
け
の
票
決
権
を
も
つ
こ
と
、

議
員
が
グ
ル
ー
プ
か
ら
離
れ
た
時
に
は
、

そ
の
時
属
し
て
い



説

た
委
員
会
の
所
属
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
規
定
し
た
〉
。

第
五
共
和
制
の
下
で
は
、
第
四
共
和
制
の
下
に
お
け
る
の
と
大
き
な
差
異
は
な
い
が
、
憲
法
自
身
が
議
員
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
役
割
を

与
え
る
と
い
う
態
度
を
や
め
た
上
、
議
院
規
則
が
グ
ル
ー
プ
形
成
の
要
件
を
そ
れ
ま
で
の
も
の
よ
り
厳
し
く
し
、
「
政
治
宣
言
」
の
官
報
に

北法27(2・66)236

写b.
nl!lJ 

よ
る
公
表
を
要
求
し
、
国
民
議
会
に
お
い
て
は
、
三

O
人
以
上
の
メ
ン
バ
ー
を
必
要
と
す
る
(
第
四
共
和
制
の
下
で
は
一
四
人
以
上
で
あ

グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
規
制
を
強
化
し
た
(
第
四
節
)
。
第
五
共
和
制
憲
法
は
初
め
て
政
党
条
項
を
設
け
た
け
れ
ど
も
、
こ
の

っ
た
)
と
し
、

体
制
の
下
で
、
議
員
グ
ル
ー
プ
の
地
位
は
か
え
っ
て
低
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
未

完
〉
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La position juridique des partis politiques sous 

la Constitution francaise. ( n ) 

Yoshiyasu ONO  

A la suite de numero 1 du volume XXVII de cette Revue， on 

examine dans cette numero la position des partis politiques dans les 

droits parlementaires. 

Les groupes parlementaires， quoique non bien organises， existaient 

deja dans la periode de la Revolution乱1aisla theorie classique de 

la representation， nee de la Revolution francaise， revendique la liberte 

et l'independance entieres des deputes. En vertu de cette theorie， on 

tient pendant longtemps， les groupes parlementaires' pour rien dans 

la Chambre. 

Dans la IIIe Republique， enfin， la resolution de la Chambre des 

Deputes de 1910 prescrit une regle qui base la nomination des 

membres des grandes commissions permanentes sur les {listes electo-

rales> faites par les groupes parlementaires. (Le Senat suit ensuIt cet 

exemple de la Chambre basse.) Cette resolution est tres importante en 

tant que le 詑glementde la Chambre， qui a， pour la premi色refois， 

mentionne， donc reconnu officiellement， les groupes parlementaires. 

Que le Parlement ait reconnu l'existence des groupes parlemen-

taires signifie qu'il a abandonne， en neme temps， la liberte et l'inde-

pendance entieres des deputes que revendique la theorie classique de 

la represen ta tion. 

Sous la IVe et Ve Republique， en ce qui concerne la place des 

groupes parlementaires， on a entre dans une etape nouvelle. La 

constitution elle-meme mentionne le groupe parlementaire (celle de 

la IVe Republique) ou le parti politique (celle de la Ve Republique)， 

et sous ces deux regimes les reglements des Chambres donnent les 

prerogatives aux groupes parlementaires dans presque tous les do-

maines de l'activite parlementaire. 
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